
 

 

県営住宅の平成１８年度管理状況 
施設所管課 土木部建築住宅課 

指定管理者 ﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄ・若草ﾎｰﾑ産業共同企業体 

 代表者 ㈱ﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄ 代表取締役 川畑 明 

指定期間 平成 18年４月１日～平成 21年３月 31日 

 

（１）管理業務の実施状況 

業務内容 
（協定・条例に規定） 

具体的な業務（仕様書、事業計画）の実施状況 
（不十分な場合、その理由、指摘事項を記入） 

県営住宅等の入居及び

退居の手続きに関する

業務 

施設の情報提供 

・ 住宅情報ｼｽﾃﾑの改善（独自開発の空家のﾘｱﾙﾀｲﾑ検索と図面

ｼｽﾃﾑの構築）により、空家情報等を店舗窓口で提供した。 

入居申込み受付け 

・平成１８年度後期定期募集（H18.8）受付け ２７８件 

・平成１９年度前期定期募集（H19.2） 〃  ３２２件 

・新築募集（H19.8）         〃  １９０件 

・随時募集              〃  ３２７件 

入居手続き ３１３世帯 

退去手続き ３５１世帯 

 

県営住宅の維持管理、修

繕及び保守点検に関す

る業務 

 

小規模修繕 

・ 緊急修繕、空家修繕の実施    ３，０４３件 

保守点検 

・ 汚水処理、給水設備、消防設備、ｴﾚﾍﾞｰﾀ、遊具 

・ 18 年度の追加点検として、ガス湯沸かし器、窓やｻﾝﾙｰﾑ

の手摺りの全世帯点検を実施 

・ 団地の定期巡回の実施（一団地平均約２回／月） 

・ 技術職職員に対し、修繕・保守点検業務に関する研修の

実施（延べ３１人・日） 

 

その他県営住宅等の管

理に関する業務 

自主事業の実施 

・ 花いっぱい県住事業 ５団地（平和町・額新保・あすなろ・

菅原・鶴ヶ丘）で実施、参加人員１２４人 

広報 

・ホームページを開設 

・ 広報誌「県住ニュース」の配付 ３回 全世帯 

防火意識の向上 

・ 入居者による防火訓練に対し費用を助成（平和町１件） 

行政機関等との連携 

・ 市町の福祉部局に、生活困難者に関する介護の協議、協力

依頼 

・ 地元民生委員と協力し、一人暮らしの高齢者の訪問、生活

指導 

 



 

 

入居者及び入居希望者からの相談 

・ 入居者からの生活相談及び県民からの入居に関する問い

合わせは、各店舗で土日祝日も対応 

・ 入居者からの修繕依頼については、365 日、24 時間の受付

体制で対応 

・ 団地共同施設の修繕は、自治会からの要望書等を受け、対

応 

苦情処理 

・ 相隣関係の苦情については直接当事者に指導 

・ 内容によっては地元町会と協力するとともに警察、保健所

等の助言や支援を得て対応 

・ 駐車場有料化に伴い「放置車両処理マニュアル」を作成し、

放置車両の撤去を実施 

駐車場管理委員会の新設 

 ・ 駐車場有料化に伴う各団地の管理団体として「駐車場管理

委員会」の立ち上げを実施 

（その他知事が必要と

認める業務） 

緊急時の対応・安全管理などの危機管理 

・ 危機管理マニュアルの策定、職員への教育 

・ 365 日 24 時間緊急時の受付体制を運営 

個人情報の管理状況 

・ 個人情報取扱い規程等による運用 

・ 個人情報保護管理者の専任 

 

（２）収支決算 

（千円） 

収入 支出 

管理料 １０６，５５８ 人件費 ５６，１３１ 

維持修繕費 １８５，５８４ 管理人費 １０，１５７ 

  維持修繕費 １８５，５８４ 

  保守点検費 ２６，３３５ 

  事務費 １８，９６４ 

合計 ２９２，１４２ 合計 ２９７，１７１ 

収支差額 △５，０２９  

 

 

（３）その他、県が必要と認める事項（管理の実態を把握するために必要な事項） 

①利用者アンケート結果、評価、苦情、要望 

年月 内 容 結      果 

 

アンケート 

 

職員の対応 

修繕工事対応 

満足  やや満足  普通   やや不満  不満 

14.4％  10.1％  60.6％   9.8％   5.1％ 

10.7％  10.2％   57.9％   12.6％   8.6％ 

 

②事故、故障等 

 なし 



 

 

 

③その他報告事項など 

 なし 

 

（４）評価結果 

評価項目 結果 所見（工夫、改善点） 

①サービスの維持・向上

に向けた取組みが行

われているか。 

Ａ ・店舗の増設、土日祝日の営業、空家情報システムの提供 

等、独自事業の積極的な実施により、これまでにない入居

者へのサービスを実施している。 

②利用促進に向けた取

組みが行われている

か。 

 該当業務なし 

③施設、設備及び備品の

維持管理及び修繕が

適切に行われている

か。 

Ｂ ・共同住宅のメンテナンスに係る専門的ノウハウを活か

し、仕様書等に基づき適切な管理が行われている。 

④緊急時の対応・安全管

理などの危機管理が

適切に行われている

か。 

Ｂ ・非常時の連絡体制やマニュアルが定められ、安全対策が

適切である。 

⑤適切な管理運営を行

う組織・体制か。 

Ｂ ・適切な職員の配置がなされており、業務に関する研修・

講習が十分なされている。 

⑥その他、必要と認める

事項（苦情相談等） 

Ａ ・市福祉部局、民生委員等との協議・連携を行い苦情処理

に速やかに取り組んでいる。 

・入居者の個人情報の管理についても個人情報取扱い規定

等を遵守し、適切に行われている。 

総合評価 Ｂ ・施設の設置目的にあった管理運営がなされており、今後

も専門的なノウハウを活かした管理を期待する。 

 
○評価基準 

Ａ（優）：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を上回っている 

Ｂ（良）：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を十分に実施している 

Ｃ（可）：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を概ね実施しているが、 

一部改善を期待する部分がある 

Ｄ（不可）：従前の管理水準や仕様書等に定める水準を下回っている 

 

○総合評価 

Ａ（優）：適正であり、優れた実績をあげている 

Ｂ（良）：適正である 

Ｃ（可）：概ね適正であるが、一部改善を期待する 

Ｄ（不可）：改善が必要である 

 

 

 

 



 

 

（５）助言・指摘事項 

・アンケート結果の分析により、団地毎の個別課題等を整理して対応すること。 

・平成１９年度からの県営住宅駐車場の有料化に伴い、新たな管理業務も生じることから、

より効果的な業務遂行に努めること。  
 


